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近年、交通事故による死者数が減少する一方

で、負傷者数はしばらく増加傾向が続きました。

この負傷者数増加で顕著なのは追突事故による

ものです。追突事故では、追突された方が頸部に

軽傷を負うこと、いわゆる、鞭打ち症が多いのが

特徴です。このような傷害を防ぐために、私たち

はどのようなことに注意すれば良いのでしょう

か。今回のイタルダ・インフォメーションでは、

鞭打ち症などの傷害を低減するために設定され

ているヘッドレストに着目し、その使い方につい

て考えます。

1 追突事故は身近なものです

2 ヘッドレストは乗員保護装置です

3 ヘッドレストを適正位置に設定することは、
鞭打ち症低減に効果的です

4 追突事故例の紹介

5 まとめ
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（1）追突事故件数の推移
事故類型別での事故件数の推移を図1にまと
めました。追突事故が目立った増加傾向にあり、
平成8年以降は常に事故類型の中で最多である
ことがわかります。平成17年は294,431件で全
体の約32％を占めるまでになっています。つま

り、交通事故の1／3が追突事故であることに
なります。事故類型別での死傷者数の推移を調
べると、やはり追突事故によるものが特に多く、
かつ、増加傾向にあり、平成17年には410,243人
で全体の約35％を占めています。交通事故の中
でも追突事故はとても身近なものと言えます。

追突事故は身近なものです1Section
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図1 事故類型別事故件数の推移
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（2）追突事故における負傷の特徴
四輪車同士での追突事故では、追突した車両
も追突された車両も、その約6割が普通乗用車
です。これは、走っている四輪車の多くが普通
乗用車であることを考えると、自然なことでし
ょう。ここでは普通乗用車の乗員に着目して、
追突事故での負傷状況を分析します。
衝突相手車種や車両衝突部位などを考慮し、
四輪車同士の追突事故（平成17年）のうちこの
分析を行うに当たって適切と判断できる追突事
故に限定し、追突した普通乗用車と追突された
普通乗用車の運転者について、その負傷状況を
図2、図3にそれぞれまとめました。追突した

普通乗用車の運転者ではほとんどの方が無傷で
ある（図2）のに対して、追突された普通乗用
車の運転者では約87％の方が、負傷程度は軽傷、
損傷主部位（負傷程度が最も重い部位）は頸部
となっています（図3）。以上より、四輪車同
士での追突事故では、追突された車両乗員の頸
部傷害への対応が重要であると言えます。
また、追突された普通乗用車乗員で損傷主部
位が頸部であった方の着座位置を図4にまとめ
ました。これによると、運転席が約73％と大半
を占めています。これは、普通乗用車では、運
転者が一人で乗車している場合が多いことが大
きな要因と考えられます。

軽傷
0.8%（973人）�

重傷
0.0%（53人）�

死亡
0.0%（4人）�

無傷
99.1%

（118,648人）�

N=119,678人�

図2 追突車両（追突した車両）運転者の負傷状況（平成17年）
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図3 被追突車両（追突された車両）運転者の負傷状況（平成17年）
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図4 被追突車両での頸部負傷全乗員の着座位置（平成17年）



ITARDA INFORMATION

［ヘッドレストは正しい位置に！］ No.66 5

（1）ヘッドレストの目的
ヘッドレストは、国土交通省が定める『道路
運送車両の保安基準』では頭部後傾抑止装置等
と呼ばれており、「他の自動車の追突等による
衝撃を受けた場合において、乗車乗員の頭部の
過度の後傾を有効に抑止することのできるもの
であること」と明記されています。つまり、追
突された時に乗員の頭部が後ろに傾いて頸部を
負傷することを防ぐ為の安全装置です。乗用車
については、昭和44年に運転席への装着が義務
化され、昭和48年には助手席へも装着が義務化
されています。
ヘッドレストの英語表記は、Head Rest（休
息）ではなくHead Restraint（拘束）です。こ

のことからも、事故時安全性向上のための乗員
保護装置であることが分かります。

（2）ヘッドレストはどのように使われるべきか
（1）から、ヘッドレストは頭部が後ろに傾く
ことを防止するような使い方をするべきものと
言えます。具体的には、上下方向の位置調整が
出来るものについては、乗員が頭を後ろに傾け
た時にヘッドレストの上部に乗り上げてしまう
ことがないような高さに位置設定する必要があ
ります。また、前後方向の位置調整が出来るも
のについては車両前方に、つまり、後頭部にで
きるだけ近づけた位置に設定するのが望ましい
と言えます（1）。

ヘッドレストは乗員保護装置です2Section

（1）適正位置設定の効果検討
実際の追突事故においても、ヘッドレストを
適正位置に設定（高く、前へ）とすることは鞭
打ち症低減に効果的なのでしょうか。実際の追
突事故で、ヘッドレストが適正位置に設定され
ている場合と、されていない場合とで、傷害発
生状況を比較してみる必要があります。しかし、
現存する交通事故データベースにはヘッドレス
トの位置に関する正確な情報が無く、このよう
な比較を直接行うことが出来ません。

（2）アクティブヘッドレスト有無での比較
そこで、代案として、アクティブヘッドレス
ト（図5）（2）という鞭打ち症低減デバイスが有
る場合と無い場合との傷害発生状況を比較する
ことにより、確認することとします。アクティ
ブヘッドレストとは、追突された時にシートバ
ックが乗員を受け止める力（乗員がシートバッ
クに沈み込む力）を利用して、てこの原理によ
り瞬時にヘッドレストを適正位置へ（図5のA

→Bへ）移動させる機構を有するヘッドレスト
です。

ヘッドレストを適正位置に設定することは、鞭打ち症低減に効果的です3Section

A

B

図5 アクティブヘッドレストの仕組み（2）
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アクティブヘッドレスト有りの場合は、追突
された時にヘッドレストは運転者が設定した位
置Aから瞬時に適正位置Bへ移動するので「適
正位置に設定されている」状態であると考えら
れます。一方、アクティブヘッドレスト無しの
場合は、ヘッドレストは運転者が設定した位置
Aのままなので「適正位置に設定されていない」
状態であるとします。これは、「運転者が設定
している位置は適正位置ではない（高さは低い、
頭から後方へ離れている）場合が多い」という
過去の市場調査結果（3）に基づいて、運転者が
設定している位置は適正位置ではないと仮定し
ています。
普通乗用車の中で、同一車両モデルでありな
がらアクティブヘッドレスト有無の両仕様があ
る車両モデルがいくつか存在します。その中か
ら、今回の検討に適切であると判断出来る1車
両モデルを選んで（セダン型普通乗用車であり、
以下、車両モデルXと呼びます）、アクティブ
ヘッドレスト有るものと無いものとで鞭打ち症
と考えられる傷害発生状況を比較することとし

ます。車両モデルXにおいてアクティブヘッド
レスト有無での傷害発生状況を比較するわけで
すから、この結果は、同一車両モデルにおいて
ヘッドレストが「適正位置に設定されている」
場合と「適正位置に設定されていない」場合の
比較結果と考えられます。

（3）比較結果より分かる適正位置の効果
財団法人交通事故総合分析センター（通称、
イタルダ）が開発した交通事故統合データベー
ス（マクロデータ）を使用して、平成12年
（2000年）から平成16年（2004年）の5年間の
交通事故から、今回選んだ車両モデルXが追突
され、今回の検討に適切と判断出来る追突事故
760件を選びました。この760件について、車
両モデルX運転者の鞭打ち症と考えられる傷害
の発生状況を、アクティブヘッドレスト有無別
に表1にまとめています。
追突された車両モデルX運転者で鞭打ち症と
考えられる傷害を発生しなかった割合（以下、
頸部無傷率と呼びます）は、アクティブヘッド

（N=634） （N=634） 
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図6 アクティブヘッドレスト有無での頸部無傷率の違い
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表1 車両モデルXでの鞭打ち症発生状況（平成12～16年合計）
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レスト有りの場合は16.7％、アクティブヘッド
レスト無しの場合は7.4％と、明らかにアクテ
ィブヘッドレスト有りの場合の方が頸部無傷率
は高くなっています（図6）。これは、ヘッド
レストが「適正位置に設定されている」場合は
「適正位置に設定されていない」場合よりも頸
部無傷率が高い、つまり、鞭打ち症と考えられ
る傷害を発生しなかった割合が高いことが確認
出来たことを意味しています。言い換えれば、
ヘッドレストを適正位置に設定することは鞭打
ち症低減に効果的であると言えます。

詳細は省きますが、この頸部無傷率16.7％と
7.4％は統計学的にも差があることが確認され
ています（有意水準1％で有意差有り）。

（4）詳細な比較と、それにより分かる適正位置
の鞭打ち症低減効果

（3）で、ヘッドレストを適正位置に設定する
ことは鞭打ち症低減に効果的であることが分か
りました。ただ、この検討結果だけでは、アク

ティブヘッドレスト有りの場合と無しの場合と
で「追突された時の衝撃度」「追突された運転
者の性別」「追突された運転者の年齢層」に偶
然偏りがあり、その影響があるのではないか、
との疑問が残ります。そこで、これらの影響を
排除して再度比較することとします。

表1の760件を、追突衝撃度大・中・小に分
類し、その分類の中で頸部無傷率を比較したの
が図7です。これより、追突衝撃度が同程度同
士で比較しても、常にアクティブヘッドレスト
有りの場合の方が頸部無傷率は高くなっている
ことが分かります。つまり、どの追突衝撃度の
場合でも、ヘッドレストを適正位置に設定する
ことは鞭打ち症低減に効果的であると言えま
す。
なお、この衝撃度の分類は、イタルダが開発
した手法を使って、各事故情報に基づいて大・
中・小に分類したものです。一部、事故情報不
足などにより分類出来なかったものは、割愛し
ています。
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図7 追突衝撃度別にみた、アクティブヘッドレスト有無での頸部
無傷率の違い
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表1の760件を、追突された車両モデルX運
転者の性別で分けて頸部無傷率を比較したのが
図8です。これより、男性も女性も、常にアク
ティブヘッドレスト有りの場合の方が頸部無傷
率は高くなっていることが分かります。つまり、
性別に関係なく、ヘッドレストを適正位置に設
定することは鞭打ち症低減に効果的であると言
えます。

表1の760件を、追突された車両モデルX運
転者の年齢層で分けて頸部無傷率を比較したの
が図9です。これより、年齢層が同じ人同士で

比較しても、常にアクティブヘッドレスト有り
の場合の方が頸部無傷率は高くなっていること
が分かります。つまり、年齢層に関係なく、ヘ
ッドレストを適正位置に設定することは鞭打ち
症低減に効果的であると言えます。

また、詳細は省きますが、回帰分析という統
計学的手法を用いて、追突衝撃度、性別、およ
び、年齢層を同時に考慮した分析結果からも、
ヘッドレストが適正位置に設定されていること
は鞭打ち症低減に効果的であることが確認され
ています。
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図8 男女別にみた、アクティブヘッドレスト有無での頸部無傷率
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（%） 

頸
部
無
傷
率 

（N=92） 
3.3%

（N=48） 

アクティブヘッドレスト有り 

アクティブヘッドレスト無し 
33.3%

15.2%

（N=494） 

4.2%

（N=9） 

0

10

20

30

40

65歳以上 25～64歳 

年齢層 

24歳以下 

（N=12） 
16.7%

8.5%8.5%

（N=105） （N=105） 
（N=12） 

図9 年齢層別にみた、アクティブヘッドレスト有無での頸部無傷
率の違い
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イタルダが茨城県つくば地区周辺で独自に収
集している事故例データ（ミクロデータ）の中か
ら、追突されて鞭打ち症を負った事故例を紹介
します。なお、ここで紹介する車両は全て、アク
ティブヘッドレストが搭載されていませんでした。

（1）事故例1：ヘッドレスト高さが低かった例
（図10、図11）
A（男性・19歳・普通乗用車）は、往復6車
線道路（衝突地点は往復4車線）の中央分離帯
側車線を時速約80㎞で走行していた。その左側
車線を時速約60㎞で走行していたB（男性・30

歳代・普通乗用車）は、さらに左側から合流し
て来たCを避けようとAの車線へと車線変更し
た。この時、Bは右ウィンカーを出しながらド
アミラーで右後方を確認したが、Aには気付か
なかった。Aは急ブレーキをかけたが間に合わ
ず、Bに追突した。Bは追突された反動で左側
の縁石に衝突した。
追突されたBは全治14日間の頸椎捻挫、いわ
ゆる、鞭打ち症を負った。ヘッドレストはシー
トバック差し込み式であり、一番低い位置に設
定されていた。B車両の後部損傷程度は小破で
あった。なお、追突したAは無傷であった。

追突事故例の紹介4Section

B1 A1

A2

A3

C

C
C

C

B2
B4

B3

図10 事故例1の状況図

図11 事故例1のBのヘッドレスト
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（2）事故例2：ヘッドレスト高さが低かった例
（図12、図13）
A（男性・60歳代・普通乗用車）は、往復2
車線道路を時速約40㎞で走行していた。先行し
ていたB（女性・20歳代・普通乗用車）は右折
のために、一時停止していた。Aは、Bが停止
していることにBの手前約10ｍのところで気付
いて急ブレーキをかけたが間に合わず、Bに追

突した。
追突されたBは全治14日間の頸椎捻挫、いわ
ゆる、鞭打ち症を負うと同時に腰椎捻挫も負っ
た。ヘッドレストはシートバック差し込み式であ
り、かなり低い位置に設定されていた。B車両
の後部損傷程度は小破であった。なお、追突し
たAは、顔の一部にステアリングに接触したた
めと思われる裂創を負っており、軽傷であった。

A1A2A3A4B1～4

B停 A停 

図12 事故例2の状況図

図13 事故例2のBのヘッドレスト
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（3）事故例3：ヘッドレストを外していた例
（図14、図15）
A（男性・40歳代・普通乗用車）は、往復2
車線道路を時速約60㎞で走行していた。先行し
ていたB（女性・18歳・普通乗用車）は渋滞の
最後尾で停止していた。Aは、Bが停止してい
ることに気付くのが遅れ、Bの手前約20ｍのと
ころで気付いて急ブレーキをかけたが間に合わ

ず、Bに追突した。
追突されたBとその助手席同乗者（女性・19
歳）は、両者ともに軽傷の頸椎捻挫、いわゆる、
鞭打ち症を負った。両者ともにヘッドレストは
外してあったため、頭部が後ろに傾くことは全
く防止できなかったと推測される。B車両の後
部損傷程度は中破であった。なお、追突したA
は無傷であった。

図14 事故例3の状況図

図15 事故例3のBではヘッドレストが外されていた

B2 B1A3 A2 A1



追突事故は交通事故全体の1／3を占めてい
ますが、追突された方が頸部に鞭打ち症を負う
ことが多いのが特徴です。日本の交通事故デー
タに基づく今回の分析から、ヘッドレストを適
正位置に設定することがこの傷害を低減するの
に効果的であることが明らかになりました。適
正位置とは、
・頭を後ろに傾けた時にヘッドレストの上部に

乗り上げてしまうことがないような高さ

・車両前方に、つまり、頭の近く

です。
ヘッドレストの英語表記がHead Rest（休息）

ではなくHead Restraint（拘束）であることか
らも、決してまくらとして存在するものではな
く、追突事故に対する乗員保護装置であること
が分かります。このことを認識し、位置調整が
出来るヘッドレストについては、今日から適正
位置に設定しましょう！

本内容は、イタルダが過去に取り組んだ研究
結果（4）（5）を元にまとめたものです。分析の詳
細については、そちらをご覧下さい。

まとめ5Section

財団法人 交通事故総合分析センター�
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「 道 路 ふ れ あ い 月 間 」 標 語 募 集

テーマ：道路は国民共有の、つまりあなたの財産です。
〈みんなが道路と親しみ、ふれあい、常に広く、美しく、安全に、共に楽しく利用しましょう。〉

応募期間：平成１９年３月３１日（土）まで（当日必着）
詳しい問い合わせは

https://ssl.jolls.co.jp/hyougo/index.html



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [59.528 84.189]
>> setpagedevice


